
資料 2

1 埼玉中部環境保全組合

(施設の廷命)

ごみ処理広域化 (枠組み決定まで)の想定スケジュール (案 )

この資料は、資料 1「今後の ごみ処理施設 に関す る枠組み等のメ リッ ト・デメ リッ ト」に記載す る 1、 2、 4の枠組みを

進 める場合の想定スケジュールをまとめた ものである。

なお、鴻巣行 田北本環境資源組合の設立までの経緯の ときの状況を参考に している。

2 埼玉中部環境保全組合

(新たな施設の建設)

4 新たな市町村の枠組みでのごみ処理施設建設

現施設の状況、修繕の必要性、

ごみ処理の共同処理について協議する

※必要に応 じて修繕計画を策定する

ごみ処理の共同処理について協議する

都晨長・

担当者連幡会

的6ヵ 月間

R2 3 25

次の項目を協議する。

1 広域化の枠組み

2 勉強会の参加団体

次の項 目を協議する。

1 広域化の枠組み

2 広域化のメリッ ト・ デメリッ ト

勉強会 (又 は推進

会議)の 実施 と併

せて修繕範囲の検

討

次の項 目を協議する。

1 施設の状況及び修繕の必要性

2 広域化のメリッ ト・デメリッ ト

3 広域化の想定フロー

次の項 目を協議する。

1 枠組みの合意

2 建設場所 (市 )

次の項 目を協議・ 決定する。

1 事業の実施主体 (組合の名称、

規約変更案、特別会計予算 )

2 広域化の範囲、建設広報地

3 負担割合、議員派遣

4 (事 務所の位置、)職員派遣等

/一一一¬
ヽ一一」 １

年

か

ら

１
年

半

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
↓

■
ｌ
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ

約

９

か

月

」
~L

｀
ヽ//

大規模修繕

の実施

※修籍規模による期間は変動する。
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次の項 目を協議する。

1 広域化のメリット・デメリッ ト

2 広域化の想定フロー

3 その他 (先進地視察、建設場所等 )

次の項 目を協議する。

1 枠組みの調整・合意

2 建設場所 (市 )

3 ごみの分別

4 建設する施設

5 事務局の設置 (市 )

次の項 目を協議・決定する。

1 事業の実施主体 (組合の名称、

規約案、特別会計予算 )

2 広域化の範囲、建設広報地

3 負担割合、議員派遣

4 事務所の位置、職員派遣等

5 ごみの分別方法

資料 3に記餞する手続ヘ

※建設場所が「鴻巣市郷地・安姜寺」

であれば短縮の可能性あり

約

８

か

月

広域化に関する協定書の

目印

規的制定

資料 3に 記載する手続ヘ

中部環境保全組合の

正田管理者会■

ごみ処理広域化勉強会

的 3ヵ 月間
修織範囲の検討

予算化

ごみ処理広域化推進会饉

(首長 )

約 5ヵ 月間

基本合意書の締結

ごみ処理広域化協議会

(首長 )

約 5カ 月間

広域化に関する協定書の

目印

規約改正

市町長会臓

4ヵ 月～ 6ヵ 月間

闘市町長連絡会

細 l力 月間
(“澤■.担当●ヨ機会の

期日を含む)

ごみ処理広域化勉強会

的 3カ 月間

ごみ処理広域化推進会■

(首長 )

的 5ヵ 月間

基本含童書の締結

ごみ処理広域化協日会

(首長 )

5ヵ 月間


